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1 相模原市鳥屋猟区管理規程 緑区役所　区政策課
平成１８年１１月１５日
告示第３８６号

令和5年10月25日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

2 相模原市事務専決規程 総務局　人事・給与課
平成１９年３月３０日
訓令第８号

令和7年3月31日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

3
相模原市行政組織及び事務分掌規
則の運用について

総務局　人事・給与課
平成１９年３月３０日
訓令第１１号

令和4年3月31日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

4
相模原市職員の事務改善の報告及
び提案の奨励に関する規程

市長公室　政策部　経営
監理課

平成１９年３月３０日
訓令第２２号

令和7年3月31日 ○ × ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

× ○
非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

5 相模原市吉野宿ふじや管理規程
教育局　生涯学習部　博
物館

平成２８年４月１日
教育委員会告示第１２号

令和2年3月31日 ○ ○ × ○
非
該
当

○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

6 相模原市小原宿本陣管理規程
教育局　生涯学習部　文
化財課

平成２８年４月１日
教育委員会告示第１３号

令和2年3月31日 ○ ○ × ○ ○
非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○ ○
非
該
当

○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

7 相模原市監査基準
行政委員会事務局　監
査課

平成２９年３月２９日
監査委員訓令第１号

令和7年1月31日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ × ○
要
検
討

第８条及び第２０条の規定について整
理が必要

■改正
□検討
□改正不要

令和８年３月までに改正する。

8
相模原市立小中学校等職員人事事
務取扱規程

教育局　学校教育部　教
職員課

平成２９年３月３１日
教育委員会訓令第７号

令和7年3月31日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ × ○
要
検
討

別表の規定について整理が必要
■改正
□検討
□改正不要

令和８年３月までに改正する。

9
相模原市立小中学校等事務専決規
程

教育局　教育総務課
平成２９年３月３１日
教育委員会訓令第８号

令和6年3月29日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

対応区分

（３）効率
性

No
制定年月日

告示又は訓令番号
理由、その他意見等

「既存条例等の見直し」に基づく適時性の確認

最終改正日

（6）適法
性

例規名

（１）必要性 （２）有効性 （5）適合性

見直し結果

条例等見直し結果一覧【規程】(第１１次分)

所管部署

（4）協働
性

適
時
性

対応内容

【規程】(1/1) ※　最終改正日は、調査基準日(令和７年４月１日)現在のもの


